
地域包括支援センター事業を委託する法人の変更について 

 
１ 変更する地域包括支援センター 

京都市深草・中部地域包括支援センター（担当学区：深草（別添参照）） 
 
２ 変更する理由 

京都市深草・中部地域包括支援センターの運営について平成 18 年 4 月か

ら社団法人伏見医師会に委託しているが，この度，法人内における人員確保の

困難性を理由として，平成 21 年度以降の地域包括支援センター業務を受託で

きないとの申入れがあり，平成 21 年度から新たに委託する法人を公募する。 
   
３ 委託法人の選定方法 

平成 21 年度以降深草学区（深草・中部地域）を担当する地域包括支援セン

ターについて，下記のとおり選定する。 

（１）基本的な考え方 

京都市内の営利法人を除く社会福祉法人，医療法人，財団法人，社団

法人，特定非営利活動法人等の法人を対象として公募し，応募のあった

法人について，提出される書類などをもとに，審査基準（別紙）によっ

て選定する。 

   ＜審査項目＞ 

 法人の基本理念・運営実績・財務状況，地域包括支援センター事業計 

 画（受託希望理由，運営方針，設置計画，職員の確保，職員の資質向

上に関する取組，公正・中立・独立性の高い事業運営の確保，包括的

支援事業の実施計画，地域・関係機関等との連携，緊急時の連絡体制） 

 （２）選定方法 

   ア 市において審査 

   イ 高齢者保健福祉計画ワーキンググループ及び京都市民長寿すこやか 

プラン推進協議会（京都市地域包括支援センター運営協議会）で協議 

 （３）スケジュール 
 

時 期 内      容 

１１月６日 
京都市民長寿すこやかプラン推進協議会（京都市地域包

括支援センター運営協議会）で協議 

１１月中旬 
長寿福祉課ホームページに募集案内掲示 

（募集期間：11 月中旬～12 月上旬） 

１２月下旬 書類審査等 

 １月中旬 高齢者保健福祉計画ワーキンググループで協議 

 ２月 
京都市すこやかプラン推進協議会（京都市地域包括支援

センター運営協議会）で協議 

 

資料５ 



 

 

地域包括支援センター担当区域（深草） 

 

 

1 砂川 

1 稲荷

3 深草 

2 藤ノ森 

2 藤城

 

 

 

区域 学　区 第1号被保険者数 地域包括支援センター名 運営法人（現在）

稲荷

砂川

藤ノ森

藤城

3 深草 4,177 深草・中部     （社）伏見医師会

※　第１号被保険者数は平成20年6月末現在

1

2

    （福）京都老人福祉協会

    （福） フ ジ の 会

4,743

5,239

深草・北部

深草・南部



地域包括支援センター選定審査基準

配　点

5

運営実績 施設運営実績等 20

財務状況 財政基盤 5

受託希望理由 受託意欲 5

5

設置場所 10

執務スペースの確保 5

相談スペースの確保 5

職員確保の状況 30

職員の業務経験等 10

職員の資質向上に関する取組 職員研修の実施計画 5

事業運営の公正・中立性 5

事業運営の独立性 5

3職種別の計画内容 20

３職種の連携・サポート体制 5

5

5

150合　　　　　　計

包括的支援事業の実施計画

審　　査　　項　　目

公正・中立・独立性の高い事業運営の確保

設置計画
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運営方針

地域・関係機関等との連携

緊急時の連絡体制（休日・夜間）


